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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年６月３０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２２年１０月３日 ０８時１８分ごろ 

発生場所 青森県大間町下手
したて

浜
はま

漁港の東方沖 大間町大間埼灯台から真方位１４０°

６００ｍ付近（概位 北緯４１°３３.０′ 東経１４０°５５.０′） 

事故調査の経過  平成２２年１０月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十八のぞみ丸、４.３トン 

 ＡＭ３－５０６６２（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.８５ｍ（Lr）×２.６３ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２８１kＷ（漁船法馬力数）、昭和６３年５月２５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５４年３月９日               

  免許証交付日 平成２２年１０月８日 

（平成２５年３月２３日まで有効） 

甲板員 男性 ３８歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか甲板員１人が乗り組み、青森県大畑町大畑漁港へ帰航

するため、大間埼と大間町弁天島の間に向けて針路を真方位約０７０～０

８０°とし、約１３ノット（kn）の速力で航行中、船長が、船首方に、突

然、高起した波高約２.５ｍの波を認めたので、舵中央のまま約１０kn に

減速したが、船首から大量の海水が甲板上に打ち込み、膝の位置よりも高

い水位で船尾甲板まで滞留し、魚倉の蓋が浮き上がるとともに操舵室の出

入口からも海水が入り、操舵室左舷側の出入口が破れて徐々に左に傾斜し

た。 

本船は、危険を感じ、右舵を取って機関を一杯に上げたが傾斜が戻ら

ず、波の穏やかなところまで移動したものの、本船は、左舷傾斜が増大

し、平成２２年１０月３日０８時１８分ごろ転覆した。 

船長及び甲板員は、船底にはい上がり、約２分～３分後に近くで操業中

の漁船に救助された。 

本船は、漂流して大間埼に漂着し、４日０８時５０分ごろ陸揚げされ

た。 
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 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東～東、風速 約３.８m/s、瞬間最大風速

８.５m/s、気温 約１８.９℃、視界 良好 

海象：波高 約２～３ｍ、東向き約２～３knの潮流、水温 約２１℃ 

 その他の事項 本船は、甲板下に船首から船尾にかけ、船首倉、氷倉、魚倉、いけす、

機関室及び舵庫が配置されていた。船首倉の蓋は、縦横各６０cm、魚倉の

蓋は、縦７０cm横１２０cmでＦＲＰ製であった。 

本船は、本事故当時、船首倉にロープ等、氷倉に氷約４００kg が積載さ

れ、いけすは、スカッパーを開けて船外の海水が出入りし、機関室にＡ重

油約１kℓが搭載され、やや船尾トリムであった。 

本船は、船体中央部付近の甲板上の舷側に縦５cm 横２５cm の排水口が各

舷５個設置されていた。 

機関室は、左舷側にアルミ製引き戸の出入口が設けられ、コーミングの

高さは甲板上約１０cm であり、本事故時、引き戸は閉鎖されていたが水密

ではなかった。 

操舵室左舷側後壁に配置された機関室出入口扉は、木製であった。 

本船は、荷崩れが生じるような積載物はなかった。 

船長は、出航前に気象情報を収集し、３日の午後から天気が悪くなるこ

とを知っていた。 

船長は、携帯電話により、海上保安庁の船舶気象サイトで松前、竜飛

埼、大間、恵山岬及び尻屋埼の現況を確認し、風が強くなりそうであった

ことから、０６時ごろ操業を中止した。 

海上保安庁刊行の本州北西岸水路誌によれば、大間埼から北方へ延びる

礁脈上を流れる東流は強く、渦流、急潮、三角波を起こすことがあり、東

寄りの風のときに起こることが多い。 

本事故発生水域の水深は、約７～８ｍであった。 

船長及び甲板員は、救命胴衣を着用していた。 

本船は、救命浮環、遭難信号装置及び救命筏は搭載していなかった。漁

業無線は、設備していたが使用しなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

あり 

本船は、津軽海峡の大間埼と弁天島間の水深約

７～８ｍの水域において、東向きの約２～３kn の

潮流が流れ、瞬間最大風速８.５m/s の東風が吹く

状況下、約１０kn の速力で東進中、船首から甲板

上に海水が打ち込み、左舷側に傾斜して転覆した

ものと考えられる。 

本船は、打ち込んだ海水が甲板上に滞留すると

ともに、機関室の左舷側出入口から機関室に浸水

したことから、遊動水等の影響により復原力が減

少し、左舷側に転覆したものと考えられる。 

船長は、右舵を取って機関の回転を一杯に上げ

たが、右舵を取った当初は、本船を右舷側へ傾斜

させる作用が働いたものの、旋回が次第に進むに

したがって遠心力を生じ、左舷側に傾斜させる作
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用が働き、転覆を助長させた可能性があると考え

られる。 

原因  本事故は、本船が、津軽海峡の大間埼と弁天島間の水深約７～８ｍの水

域において東進中、船首から海水が打ち込んだため、海水が甲板上に滞留

するとともに、左舷側の機関室出入口引き戸から機関室に浸水し、左舷側

に転覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ものが考えられる。 

・機関室出入口引き戸は、機関室へ侵水しないような構造とすること。 

・甲板上に打ち込んだ海水を速やかに排水するための排水口を検討する

こと。 

・転舵により横傾斜を修正する方法の適否について検討すること。 

 




